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    輸出品の原材料に対するVAT還付手続 
 
  

はじめに 

2010年6月30日付で、財務省は実際に輸出された物品に対する付加価値税

（VAT）還付手続のガイドラインとなるCircular 94/2010/TT-BTCを公布した。 

Circular94は、Resolution 30/2008/NQ-CP (2008年12月11日付け政府発

行)に沿ったVAT還付に関するCircular 04/2009/TT-BTCに置き換わるもの

であり、2010年8月14日から施行される。 

Circular94は、旧Circular04のように、銀行経由の決済を証明する証憑書類

がない場合でも、輸出企業は実際に輸出した物品に関連する仮払 VAT につ

いて、 90%までは暫定的なVAT還付が受けられと規定している。さらに、

Circular94には詳細なケースに対するVAT還付手続きを規定されている。 

 

VAT還付が適用できるケース 
 

No. 適用ケース VAT還付のレベル 

1 物品の輸出にあたって、輸出契約によって

輸出代金の支払期日が明記されている場

合で、未だその支払期日が到来していない

場合 

輸出企業は仮払 VAT 

の 100%還付が受けら

れる 

2 輸出委託の場合で、受託者が委託者に銀

行経由で支払いをする必要がある場合。 

銀行経由の決済を証

明する証憑書類がな

い場合でも、輸出企業

は仮払 VAT の 90%

に相当する暫定的な

還付を受けられる 

3 既に輸出した商品の販売価格が調整され

る場合で、以下の条件を満足する場合 

- 輸出した商品の販売価格の調整に関す

る覚書がある 

- 新しい販売価格に基づく VAT インボイ

スがある 

- 輸出商品に関連する仮払 VAT を請求

するのに必要なすべての条件がそろって

いる 

4 輸送中製品の物理的・化学的特性のため、

輸出量が増減し、その結果、銀行経由の支

払金額も変化する場合 

5 海外顧客が輸出した物品を返却する場合 輸出企業は仮払 VAT 

還付を受けることがで

きず、また還付税額は

再度徴税の対象となる 
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その他の注意すべき項目 
 

VAT還付後に実施される税務調査と違反処理に関する注意すべき項目は以

下の通りである。 

 

- 買手と売手が、支払スケジュールを変更する場合、支払いスケジュー

ル変更に関する契約書を署名日から 3日以内に遅滞なく税務当局

へ提出しなければなならい。 

 

- 輸出契約書に規定される支払期限を過ぎたにもかかわらず、納税者

が銀行経由の決済を証明する証憑書類を提出できない場合には、 

暫定的に還付された仮払 VAT を徴収されることになるだけでなく、還

付税額の過大申告に基づきペナルティを課されます。 

 

- 輸出契約に支払期限が規定されてない場合、仮払 VAT の 90%に相

当する暫定的な還付を受けた日から 30日以内に、納税者が適切に

銀行経由の決済を証明する証憑書類の未提出理由を説明できない

場合には、税務当局は VAT還付後に、税務調査を実施し、銀行経

由の決済を証明する証憑書類の提出が遅延している理由を確認す

る。結果として、輸出品に関連する原材料に対する VAT還付のため

の条件を満たさないことが発見された場合、輸出企業は、暫定的に

還付された仮払 VAT を再度徴収されることとなり、また、規則に従っ

て税務違反のペナルティの対象となる。 
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